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八王子シルバーニュース

事務局からのお知らせ

センターへの連絡について

　８月８日（金）、９月 12 日（金）の入会説明会とも、
まだ空きがあります。10 月以降の開催時間や場所など
詳細につきましては事前にセンターにお問合せいただく
ようお願いします。

　例年行っている植木班、除草班、地域委員会のボランティア活動を次のとおり行います。
多くの皆様の参加をお待ちしております。
〇実施予定日　９月 24日（水）午前９時～正午（予定）　〇雨天予備日　９月 25日（木）
〇実施場所　市役所各事務所　　〇活動内容　植木の手入れ・除草・清掃等
〇申込方法　８月 22日（金）までに事務局へ　担当　竹内・飯村　☎042-673-6753

〇住　所：八王子市並木町 15-15　１階　(旧横山事務所 )
〇開所日：土・日曜日、祝日、年末・年始を除く平日
〇開所時間（窓口・電話） ：8時 30分から 17時 15分まで
〇電話番号：代表電話　042-673-6753　　FAX　042-673-7851
　　　　　　※お電話の際には、始めに会員番号とお名前（フルネーム）をお願いします。
〇緊急連絡先（就業中の事故及びケガなど）：　042-673-6757 
　　　　　　※時間外及び土・日・祝日はALSOK総合警備保障（株）につながります。

 男　　性　　１，８３６名
 女　　性　　　　７７５名
 合　　計　　２，６１１名
 平均年齢　　  ７５.１４歳

令和 7年 6月 1日現在
 会員の状況

　気軽に申し込みいただけるように、ホームページで『オ
ンライン入会申込』ができるようになりました。オンラ
インでは受けたいときにいつでも、動画視聴により入会
の説明を受けていただくことが可能です。ただし、入会
面談は従来どおり来所いただき対面で行います。

◆オンラインでの入会の申込み

 ◆眼鏡立て作成の参加者募集
　令和８年の総会に向けて、当日参加の会員へお礼
品としてお渡しできるよう、横山本部にて眼鏡立て
の作成を５月２１日にスタートいたしました。６月
は東部交流室にて開催し、目標に向って動き始めて
います。そして次回からは第３水曜日に横山本部・
東部交流室にて同時開催することとなりました。また、作成に必要な牛乳パックのご寄
付を随時上記場所でお受けしています。担当者指導の下、皆さんで集い楽しんでいただ
けるようご参加をお待ちしています。ご協力をお願いします。
　第３回開催　令和７年７月 16日 ( 水 )　13：30～ 16：30　（横山本部・東部交流室）
　第４回開催　令和７年８月 20日 ( 水 )　13：30～ 16：30　（横山本部・東部交流室）
　第５回開催　令和７年９月 17日 ( 水 )　13：30～ 16：30　（横山本部・東部交流室）
※当日は薄めのタオルハンカチ、手拭きタオル、小さ目の洗濯バサミ４～５個、自分用
　の飲み物をご持参ください
《申込方法》事務局に直接お申し込みください。
　　　   　  申込み時には会員番号・お名前・参加日（複数可）・参加場所をお伝えください。
　　　   　  ☎042-673-6753　担当者：大石・関

● 女性活動ワーキングチームからのお知らせ

● シルバー会員の募集について　

　去る 6月 20日（金）八王子市学園都市センター
イベントホールにおきまして、第 15 回定時社員
総会を開催しました。
　今回も例年総会を実施している芸術文化会館大
ホールが大規模改修工事のため使用できず、席数
が約 200 席の学園都市センターイベントホール
で実施したことに加え、公益認定法の改正に伴う
定款の改正議案が上程され、定款の改正には法人

　総会終了後、直ちに臨時理事会を開催し、互選のうえ会長、副会長、常務理事が選任さ
れました。また、来年の定時社員総会に向け、センター運営の充実を確認しました。

法の規定により総会員の３分の２以上の賛成が必要となることから、ご都合により会場
にお越しいただけない会員の皆様には委任状・議決権行使書（ハガキ）での参加に前回
に増してご協力をお願いしました。会員の皆様から提出された委任状 1,469 名、議決
権行使書 411 名（うち、各議案により反対１～４名を含む。）、出席者 101 名、合計
1,981 名の過半数（第２号議案は３分の２以上）をもって令和６年度会計決算の議案な
ど７議案が承認されました（正特会員数 2,592 名で、過半数は 1.297 名、3 分の 2 以
上は 1,728 名）。
　当日は、園部会長の挨拶に続いて、名誉会長である初宿和夫市長、美濃部弥生市議会
議長から祝辞をいただき、役員を２期以上務められ退任する４名のほか、６年以上にわ
たって地域連絡員を務められた１名、各職種班にてご活躍された 7名の会員が表彰され
ました（受彰者名は以下にて紹介）。
　　【承認された議案】
　　第１号議案　令和６年度計算書類等の承認の件
　　第２号議案　定款の一部改正 (案 ) の件
　　第３号議案　役員の報酬等及び費用に関する規程の一部改正 (案 ) の件
　　第４号議案　理事１５名の選任の件
　　第５号議案　外部理事１名の選任の件
　　第６号議案　監事１名の選任の件
　　第７号議案　外部監事１名の選任の件
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第１５回定時社員総会を開催しました

センターのホームページはこちらから
ＵＲＬ(https://hachioji-sjc.org/) のＱＲコード

役 職 氏 名 地 域 等 役 職 氏 名 地 域 等 
会長 杉浦 茂樹 東部地区 理事 力石 光廣 西南部地区 
副会長 浅原ユリ子 中部地区 理事 金原 伸一 西南部地区 
常務理事 小俣 勇人 特別会員 理事 宮崎 周一 東南部地区    

理事 小笠原 昭 東南部地区 
理事 水口 良治 中部地区 理事 山本 敦三 東部地区 
理事 大池 克幸 中部地区 理事 金丸 英子 東部地区 
理事 井田 利行 北部地区 外部理事 菅野 匡彦 八王子市福祉部長 
理事 木村 泰臣 北部地区    
理事 白鳥 信行 西部地区 監事 荒木 紀行 西部地区 
理事 野間 直紀 西部地区 外部監事 加藤 暢一 公認会計士 

八王子市シルバー人材センターは
 　　　　令和８年度に　　周年を迎えます50

https://hachioji-sjc.org/
mailto:hachioji-sc%40sjc.ne.jp?subject=


【センターの役員を２期以上務め退任される会員】４名
　　　　代表理事 (会長 )　園部正範さん　　　　代表理事 (副会長 )　馬場秀一さん
　　　　東南部地区理事　黒田茂夫さん　　　　　監　事　中島正晴さん

【地域連絡員 (班長・副班長 )を６年以上務められた会員】１名
西南部地区  　鈴木正博さん

　【職種班にて長年にわたり活動した会員】７名
　　　　植木班　　佐藤正治さん、　　佐藤次男さん　　　除草班　　佐藤修敏さん
　　　　筆耕班　　椿山美智子さん、　小林　薫さん　　　表装班　　町　明美さん
　　　　パソコン班 　角田健男さん

　６月号でもお知らせしましたが、園部前会長に、「50 周年を迎えるにあたって」と題し
たインタビューを行い、当シルバー人材センターへの思いを語っていただきました。その
中から以下のとおり４つのコンセプトが決定しました。
　① 困ったことがあったら協力しよう。自分が先頭に立って解決する。
　② 一番大事なのは現場！　重視していこう。
　③ 人生 100 年時代に向けた検討をしよう。皆さんの取組に協力する。
　④ 楽しいシルバーにしよう。
　シルバー人材センターの事業理念である「自主・自立・共働・共助」にあわせて、50 周
年を機に、この４つのコンセプトを念頭に行動していきましょう。ご協力をお願いします。

５０周年記念事業実行プロジェクトチームからのお知らせ

　昨今は個人情報の漏洩など情報セキュリティの重要性が重要視されているおり、当セン
ターでは顧客はもとより、会員の膨大な個人情報を扱っている団体になります。幸いにして
個人情報の漏洩などの大きな事故は発生していませんが、今後大事故が発生しないとも限り
ません。
　そこで、地域委員会委員及び地域連絡員を主として次のとおり研修を行うことになりました。
・研修内容　情報セキュリティについて、情報漏洩の危険性について
・研修日時　令和７年７月１６日（水）　　※研修は各回同じ内容で実施します。
　　　　　　① 9:30 ～ 10:30　中部地区　　 ② 11:00 ～ 12:00　北部地区、西部地区
　　　　　　③13:00 ～ 14:00　西南部地区　④ 14:30 ～ 15:30　東南部地区、東部地区
・講　　師　八王子市デジタル推進専門官、総務省地域情報化アドバイザー　高村 弘史 氏

総務委員会からのお知らせ

 【規則改正の概要と講ずべき措置】
・規則改正を満たすために講ずべき措置は２つ
・１つ目は、「緊急連絡網の整備」と周知
　熱中症の自覚症状がある者又は熱中症を生じた疑いがあることを発見した場合の連絡
体制として「緊急連絡網」を整備し、作業者（シルバー会員）に周知する。
・２つ目は、自覚症状又は発見した場合の「手順書（フロー図）作成」と周知
　作業場ごとに、必要な措置（体を冷やす等）、医療機関への通報等の内容を記載し、作
業者（シルバー会員）に周知する。
　この２つの措置について、業務安全委員会で審議し、理事会の承認を得て当センター
の措置を周知していきます。

● 情報セキュリティ研修の実施について

業務安全委員会からのお知らせ

　厚生労働省は働く人を熱中症から守るため、熱中症のおそれがある人をいち早く見つけ、
適切な対策を取るよう、本年６月から労働安全衛生規則を改正し、事業者に対して罰則付
きで対策を義務付けることとしています。シルバー人材センターはその就業形態の如何にか
かわらず、熱中症のリスクが伴うことから、会員への熱中症対策の実施は欠かせないもので
あり、今回の当該規則の改正に準じた取扱いを行うことが望ましいことから東京しごと財団
より次の措置を講ずるよう通知されました。

● 労働安全衛生規則を改正について

◆配布員希望者 ( 欠員 ) データベー
　スの掲載について
　広報誌配布員は高齢化や病気やケ
ガ等で各地区に欠員が発生している
状況が続いています。
　この件で「就業情報」で告知して
募集をしていますが、これに加えて
配布員希望者 ( 欠員 ) データベース
をホームページに掲載することにし
ました。データベースは「就業情報」
と同じ欄で見られ、配布町名、配布
部数も掲載されています。広報誌配
布は当該地区の会員でなくても隣接
する地区の会員でも就業可能です。
広報配布をしてもよいという方はこ
のデータベースを見て応募をお願い
します。

● 配布班からのお知らせ

　令和７年７月を安全・適正就業強化月間と定め、会員の就業中及び就業途上等の事故
防止のために安全意識の高揚を図ることとしています。
◆安全・適正就業強化月間　７月１日から７月３１日まで
◆全国統一スローガン　　「安全は 無理せず 焦らず 油断せず」
◆ シルバー人材センターで取り組む事項での新たな取組
　①重篤事故につながるおそれのある就業の見直しのなかでは、
　　・気温の高い日が続く時期に備え、会員一人ひとりに対して熱中症予防の啓発・注
　　　意喚起を行うとともに、熱中症が疑われる症状がみられる会員が発生した場合は、
　　　作業を中止し、応急処置を講じるとともに、必要により救急隊を要請するなど、　
　　　対策に万全を期すること。
　②就業途上における交通事故の防止のなかでは、
　　・自転車における交通ルール（自転車安全利用五則）の遵守

● 令和７年度安全就業強化月間（７月）について

配布希望者(欠員)　データベース

配布町名 配布部数

1 2025/2/20 東部 10 小比企 570

2 2025/2/28 東部 3 長沼町 590

3 2025/3/22 西南部 3 南浅川 110

4 2025/3/22 西南部 3 廿里 330

5 2025/3/22 西南部 3 西浅川 300

6 2025/3/22 西南部 4 散田 310

7 2025/3/22 西南部 4 並木 365

8 2025/3/21 西南部 10 寺田町 270

9 2025/3/30 北部 2 中野上町１丁目 400

10 2025/3/30 北部 2 中野上町４丁目 400

11 2025/3/30 北部 2 中野上町４丁目 200

12 2025/3/30 北部 3 富士見町西部 300

13 2025/3/30 北部 4 小宮町 680

14 2025/3/30 北部 4 丸山町 470

15 2025/3/30 北部 4 石川町 320

16 2025/4/2 北部 5 丹木町1丁目 385

17 2025/4/2 北部 5 丹木町2丁目 435

18 2025/4/2 北部 5 加住町1丁目 275

19 2025/4/2 北部 6 暁町1丁目 470

20 2025/4/2 北部 6 暁町1丁目 365

21 2025/2/27 中部 1 八日町(4～6丁目) 550

22 2025/2/27 中部 1 八日町(1～2丁目) 605

23 2025/2/27 中部 1 横山町 330

24 2025/2/27 中部 1 新町 185

25 2025/2/27 中部 1 明神町２丁目 500

№ 日付 地区名 チーム番号
欠員状況

地域委員会からのお知らせ
● 環境保全の社会奉仕活動（ボランティア）の実施について

受彰者の皆様
センター活動にご協力ありがとうございます！
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● 労働安全衛生規則を改正について

◆配布員希望者 ( 欠員 ) データベー
　スの掲載について
　広報誌配布員は高齢化や病気やケ
ガ等で各地区に欠員が発生している
状況が続いています。
　この件で「就業情報」で告知して
募集をしていますが、これに加えて
配布員希望者 ( 欠員 ) データベース
をホームページに掲載することにし
ました。データベースは「就業情報」
と同じ欄で見られ、配布町名、配布
部数も掲載されています。広報誌配
布は当該地区の会員でなくても隣接
する地区の会員でも就業可能です。
広報配布をしてもよいという方はこ
のデータベースを見て応募をお願い
します。

● 配布班からのお知らせ

　令和７年７月を安全・適正就業強化月間と定め、会員の就業中及び就業途上等の事故
防止のために安全意識の高揚を図ることとしています。
◆安全・適正就業強化月間　７月１日から７月３１日まで
◆全国統一スローガン　　「安全は 無理せず 焦らず 油断せず」
◆ シルバー人材センターで取り組む事項での新たな取組
　①重篤事故につながるおそれのある就業の見直しのなかでは、
　　・気温の高い日が続く時期に備え、会員一人ひとりに対して熱中症予防の啓発・注
　　　意喚起を行うとともに、熱中症が疑われる症状がみられる会員が発生した場合は、
　　　作業を中止し、応急処置を講じるとともに、必要により救急隊を要請するなど、　
　　　対策に万全を期すること。
　②就業途上における交通事故の防止のなかでは、
　　・自転車における交通ルール（自転車安全利用五則）の遵守

● 令和７年度安全就業強化月間（７月）について

配布希望者(欠員)　データベース

配布町名 配布部数

1 2025/2/20 東部 10 小比企 570

2 2025/2/28 東部 3 長沼町 590

3 2025/3/22 西南部 3 南浅川 110

4 2025/3/22 西南部 3 廿里 330

5 2025/3/22 西南部 3 西浅川 300

6 2025/3/22 西南部 4 散田 310

7 2025/3/22 西南部 4 並木 365

8 2025/3/21 西南部 10 寺田町 270

9 2025/3/30 北部 2 中野上町１丁目 400

10 2025/3/30 北部 2 中野上町４丁目 400

11 2025/3/30 北部 2 中野上町４丁目 200

12 2025/3/30 北部 3 富士見町西部 300

13 2025/3/30 北部 4 小宮町 680

14 2025/3/30 北部 4 丸山町 470

15 2025/3/30 北部 4 石川町 320

16 2025/4/2 北部 5 丹木町1丁目 385

17 2025/4/2 北部 5 丹木町2丁目 435

18 2025/4/2 北部 5 加住町1丁目 275

19 2025/4/2 北部 6 暁町1丁目 470

20 2025/4/2 北部 6 暁町1丁目 365

21 2025/2/27 中部 1 八日町(4～6丁目) 550

22 2025/2/27 中部 1 八日町(1～2丁目) 605

23 2025/2/27 中部 1 横山町 330

24 2025/2/27 中部 1 新町 185

25 2025/2/27 中部 1 明神町２丁目 500

№ 日付 地区名 チーム番号
欠員状況

地域委員会からのお知らせ
● 環境保全の社会奉仕活動（ボランティア）の実施について

受彰者の皆様
センター活動にご協力ありがとうございます！
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事務局からのお知らせ

センターへの連絡について

　８月８日（金）、９月 12 日（金）の入会説明会とも、
まだ空きがあります。10 月以降の開催時間や場所など
詳細につきましては事前にセンターにお問合せいただく
ようお願いします。

　例年行っている植木班、除草班、地域委員会のボランティア活動を次のとおり行います。
多くの皆様の参加をお待ちしております。
〇実施予定日　９月 24日（水）午前９時～正午（予定）　〇雨天予備日　９月 25日（木）
〇実施場所　市役所各事務所　　〇活動内容　植木の手入れ・除草・清掃等
〇申込方法　８月 22日（金）までに事務局へ　担当　竹内・飯村　☎042-673-6753

〇住　所：八王子市並木町 15-15　１階　(旧横山事務所 )
〇開所日：土・日曜日、祝日、年末・年始を除く平日
〇開所時間（窓口・電話） ：8時 30分から 17時 15分まで
〇電話番号：代表電話　042-673-6753　　FAX　042-673-7851
　　　　　　※お電話の際には、始めに会員番号とお名前（フルネーム）をお願いします。
〇緊急連絡先（就業中の事故及びケガなど）：　042-673-6757 
　　　　　　※時間外及び土・日・祝日はALSOK総合警備保障（株）につながります。

 男　　性　　１，８３６名
 女　　性　　　　７７５名
 合　　計　　２，６１１名
 平均年齢　　  ７５.１４歳

令和 7年 6月 1日現在
 会員の状況

　気軽に申し込みいただけるように、ホームページで『オ
ンライン入会申込』ができるようになりました。オンラ
インでは受けたいときにいつでも、動画視聴により入会
の説明を受けていただくことが可能です。ただし、入会
面談は従来どおり来所いただき対面で行います。

◆オンラインでの入会の申込み

 ◆眼鏡立て作成の参加者募集
　令和８年の総会に向けて、当日参加の会員へお礼
品としてお渡しできるよう、横山本部にて眼鏡立て
の作成を５月２１日にスタートいたしました。６月
は東部交流室にて開催し、目標に向って動き始めて
います。そして次回からは第３水曜日に横山本部・
東部交流室にて同時開催することとなりました。また、作成に必要な牛乳パックのご寄
付を随時上記場所でお受けしています。担当者指導の下、皆さんで集い楽しんでいただ
けるようご参加をお待ちしています。ご協力をお願いします。
　第３回開催　令和７年７月 16日 ( 水 )　13：30～ 16：30　（横山本部・東部交流室）
　第４回開催　令和７年８月 20日 ( 水 )　13：30～ 16：30　（横山本部・東部交流室）
　第５回開催　令和７年９月 17日 ( 水 )　13：30～ 16：30　（横山本部・東部交流室）
※当日は薄めのタオルハンカチ、手拭きタオル、小さ目の洗濯バサミ４～５個、自分用
　の飲み物をご持参ください
《申込方法》事務局に直接お申し込みください。
　　　   　  申込み時には会員番号・お名前・参加日（複数可）・参加場所をお伝えください。
　　　   　  ☎042-673-6753　担当者：大石・関

● 女性活動ワーキングチームからのお知らせ

● シルバー会員の募集について　

　去る 6月 20日（金）八王子市学園都市センター
イベントホールにおきまして、第 15 回定時社員
総会を開催しました。
　今回も例年総会を実施している芸術文化会館大
ホールが大規模改修工事のため使用できず、席数
が約 200 席の学園都市センターイベントホール
で実施したことに加え、公益認定法の改正に伴う
定款の改正議案が上程され、定款の改正には法人

　総会終了後、直ちに臨時理事会を開催し、互選のうえ会長、副会長、常務理事が選任さ
れました。また、来年の定時社員総会に向け、センター運営の充実を確認しました。

法の規定により総会員の３分の２以上の賛成が必要となることから、ご都合により会場
にお越しいただけない会員の皆様には委任状・議決権行使書（ハガキ）での参加に前回
に増してご協力をお願いしました。会員の皆様から提出された委任状 1,469 名、議決
権行使書 411 名（うち、各議案により反対１～４名を含む。）、出席者 101 名、合計
1,981 名の過半数（第２号議案は３分の２以上）をもって令和６年度会計決算の議案な
ど７議案が承認されました（正特会員数 2,592 名で、過半数は 1.297 名、3 分の 2 以
上は 1,728 名）。
　当日は、園部会長の挨拶に続いて、名誉会長である初宿和夫市長、美濃部弥生市議会
議長から祝辞をいただき、役員を２期以上務められ退任する４名のほか、６年以上にわ
たって地域連絡員を務められた１名、各職種班にてご活躍された 7名の会員が表彰され
ました（受彰者名は以下にて紹介）。
　　【承認された議案】
　　第１号議案　令和６年度計算書類等の承認の件
　　第２号議案　定款の一部改正 (案 ) の件
　　第３号議案　役員の報酬等及び費用に関する規程の一部改正 (案 ) の件
　　第４号議案　理事１５名の選任の件
　　第５号議案　外部理事１名の選任の件
　　第６号議案　監事１名の選任の件
　　第７号議案　外部監事１名の選任の件

Xqn067;

第１５回定時社員総会を開催しました

センターのホームページはこちらから
ＵＲＬ(https://hachioji-sjc.org/) のＱＲコード

役 職 氏 名 地 域 等 役 職 氏 名 地 域 等 
会長 杉浦 茂樹 東部地区 理事 力石 光廣 西南部地区 
副会長 浅原ユリ子 中部地区 理事 金原 伸一 西南部地区 
常務理事 小俣 勇人 特別会員 理事 宮崎 周一 東南部地区    

理事 小笠原 昭 東南部地区 
理事 水口 良治 中部地区 理事 山本 敦三 東部地区 
理事 大池 克幸 中部地区 理事 金丸 英子 東部地区 
理事 井田 利行 北部地区 外部理事 菅野 匡彦 八王子市福祉部長 
理事 木村 泰臣 北部地区    
理事 白鳥 信行 西部地区 監事 荒木 紀行 西部地区 
理事 野間 直紀 西部地区 外部監事 加藤 暢一 公認会計士 

八王子市シルバー人材センターは
 　　　　令和８年度に　　周年を迎えます50

https://hachioji-sjc.org/
https://hachioji-sjc.org/

